
第 18回 議会運営委員会 

開 催 日 令和２年 11月 20日（金曜日） 

開催場所 粕屋町役場 ３Ｆ 委員会室Ｂ 

開催時間 9:30～12:12 

出 席 者 

議 員 
福永委員長・久我副委員長・小池委員・川口委員 

・中野委員・安藤委員・井上委員・鞭馬議長 

事務局 古賀局長 

執行部 なし 

協議項目 

１：11月９日開催の議員全員協議会で決定したことの確認 

①委員会条例の一部改正について（12月定例会で発議を予定） 

②傍聴者への資料配布・閲覧について（令和３年１月から適用） 

③議会基本条例の検証結果について（議員全員の承認を得る） 

④先例（申し合わせ）事項の一部改正について 

（次期改選後の令和３年４月 29日から適用） 

⑤議員報酬の特例条例の制定について 

（令和３年３月定例会で発議を予定） 

⑥議会基本条例の見直しについて（見直しが必要な場合、今期中に改正 

することで了承を得る） 

２：令和２年第 17回会議報告書の議会ＨＰへの公表ついて 

近日中に、議会ＨＰへ公表する 

３：会議規則の見直し（案）について  

【別紙-Ａ参照】 

４：議会基本条例の討議計画（案）について  

【別紙-Ｂ参照】 

５：議会基本条例の見直し（案）について 

委員長作成案を「たたき台」に、前文＋第 1条～第 14条を討議し、委 

員会案をとりまとめる。残り第 15条以降の条文の協議は、30日を予定 

している。 

そ の 他 

１：会議規則の一部修正案について 

修正箇所の詳しい内容を先例（申し合わせ）事項に明文化するか検討

をする。 



検討時期は、この改正案が議員全員協議会で承認されてからとする。 

２：正副議長選挙に係る所信表明について 

  来期の改選時期が４月に迫り、実施要綱等の整備を今期中に行う。  

議会事務局へ、たたき台としての案を依頼し、来年１月中には案を 

とりまとめる。 

３：議会基本条例の検証結果の公表について 

  令和２年 11月９日に検証結果を全協で承認を得た。条例第 22条に 

「検証の結果を町民に積極的に公表する」との文言があるが、公表は、 

議会事務局へ情報開示請求をするやり方によることとする。 

 


